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お
も
な
内
容

確定申告　町・都民税の申告　ほか 2～3

 

 

 
町立小・中学校の入学通知は届きましたか
教育基本計画検討委員会委員募集　ほか

　子どもたちの目の前に、待ちに
待った白い世界が広がりました。　
　久しぶりに積もった雪に子ども
たちは大喜び。
　雪合戦をしたり、雪だるまを
作ったり、白い校庭に笑顔が弾み、
元気な声が響きました。

寒さなんかに

負けないぞ

人口 33，857人  （13人減）
　男 17，318人  （9人減）
　女 16，539人  （4人減）
世帯 13，329　  （9世帯増）
外国人登録数 635人

1月1日現在
（　 ）は前月比

人 口 と 世 帯

バランスシート　行政コスト計算書
平成２０年４月から健康診査の仕組みが変わります
町民農園利用者募集　一人当たりの老人医療費は？　ほか

みずほ伝言板 4～7

「公的年金等の源泉徴収票」を送付します　
後期高齢者医療制度説明会
競争入札参加資格審査の受付　ほか

インフォメーション 8～11

高齢者福祉サービスのご利用を
地域保健福祉審議会委員募集　ほか福　祉 14～16

教育委員会からのお知らせ 17～20

三小校庭にて
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確 

定 

申 

告

町
・
都
民
税
の
申
告

所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

【
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
場
合
】

◎
平
成
19
年
中
の
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得

　

な
ど
所
得
金
額
の
合
計
が
、基
礎
控
除
や
そ

　

の
他
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
方

【
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
の
給
与
所
得
者
】

◎
平
成
19
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

　

2
0
0
0
万
円
を
超
え
る
方

◎
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額

　

の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
方

◎
2
カ
所
以
上
か
ら
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け

　

て
い
る
方

【
同
族
会
社
の
役
員

ま
た
は
そ
の
他
親
族
等
の
場
合
】

◎
同
族
会
社
か
ら
の
給
与
の
ほ
か
に
、次
の
収
入

　

の
あ
る
方

　

①
同
族
会
社
か
ら
の
配
当
、同
族
会
社
へ
の

　
　

貸
付
金
の
利
息

　

②
不
動
産
、動
産
、営
業
権
な
ど
賃
借
料

　

③
機
械
、器
具
な
ど
の
使
用
料

【
納
税
に
つ
い
て
】

　

納
期
限
は
、申
告
期
限
と
同
じ
3
月
17
日

　

㈪
で
す
。（
納
期
限
を
過
ぎ
て
納
付
す
る
と

　

延
滞
税
が
掛
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

　

納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

　

だ
さ
い
。手
続
き
は
3
月
17
日
㈪
ま
で
に
、青

　

梅
税
務
署
ま
た
は
、金
融
機
関
で
お
願
い
し

　

ま
す
。

　
確
定
申
告
を
す
る
と

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
方

　
　

　

給
与
所
得
者
で
確
定
申
告
を
す
る
必
要
の

な
い
方
で
も
、次
の
よ
う
な
場
合
は
確
定
申
告

を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
雑
損
控
除
、医
療
費
控
除
、寄
付
金
控
除
、

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け
る

　

こ
と
が
で
き
る
方

◎
年
の
途
中
で
退
職
し
、そ
の
後
再
就
職
し
て

　

い
な
い
た
め
、年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
方

※

確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い
方
が
還
付
を

　

受
け
る
た
め
に
確
定
申
告
を
す
る
場
合
、

　

給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額

　

が
20
万
円
以
下
で
あ
っ
て
も
、そ
れ
を
含
め
て

　

申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。           

◎
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
は
、2
月
18
日

　

㈪
前
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
申
告
が
必
要
で
す

☆
所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
を
引
き
き

　

れ
な
く
な
っ
た
方
へ　
　

　
　

税
源
移
譲
に
よ
り
所
得
税
が
減
額
と
な
り
、

　

控
除
で
き
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
減
る
場
合

　

が
あ
り
ま
す
。平
成
18
年
末
ま
で
に
入
居
し
、所  

　

得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る
方
で
、

　

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る

　

場
合
は
、20
年
度
分
の
住
民
税（
所
得
割
）か
ら

　

控
除
で
き
ま
す
。

　

申
告
期
限　

3
月
17
日
㈪

●
住
民
税
の
地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ
ま
し
た

　
　

近
年
多
発
し
て
い
る
地
震
災
害
を
受
け
、　

　
「
地
震
災
害
に
対
す
る
住
民
の
自
助
努
力
に
よ

　

る
個
人
資
産
の
保
全
を
促
進
し
、地
域
災
害
時

　

に
お
け
る
将
来
的
な
住
民
負
担
の
軽
減
を
図

　

る
」目
的
で
、損
害
保
険
料
控
除
が
改
組
さ
れ
、

　

地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

青梅税務署・税理士会による確定申告相談日程
期間（開催月は2月）

14日㈭・15日㈮ 瑞穂町民会館ホール

福生駅プチギャラリー3F

羽村市役所

瑞穂町民会館ホール

18日㈪～29日㈮
（土・日は除きます）

午前9時30分～11時
午後1時～3時 税務署

税理士会

午前9時30分～10時30分
午後1時～3時

午前9時～10時30分
午後1時～3時

18日㈪～29日㈮
（土・日は除きます）

27日㈬～29日㈮

場　所 受 付 時 間 主　催 そ の 他
○給与所得者、年金受給者、農
　業所得者および小規模事業
　者の方は、ご利用ください。
○譲渡所得・贈与税の相談は、
　税務署でご相談ください。
○福生駅プチギャラリーは、給与
　所得者、年金受給者の相談
　のみとさせていただきます。

税

平成19年分所得税の確定申告の税務署窓口での相談および申告受付は、
平成20年2月18日㈪から平成20年3月17日㈪までです。

問
合
せ　

青
梅
税
務
署

              

0
4
2
8（
22
）3
1
8
5

◎
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
が
、確
定

　

申
告
で
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
。

◎
介
護
保
険
料
は
健
康
保
険
や
年
金
の
掛

　

金
と
同
様
、社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

　

と
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課

5
5
7
―
0
5
9
4

★
還
付
金
の
受
け
取
り
は
、口
座
振
込
を
ご
利

　

用
く
だ
さ
い
。

臨
時
受
付
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

日　

程　

2
月
24
日
㈰
・
3
月
2
日
㈰

時　

間　

午
前
9
時
〜
正
午

　
　
　
　

午
後
1
時
〜
5
時

場　

所　

青
梅
税
務
署

※

当
日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

　

お
早
め
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
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町
・
都
民
税
の
申
告
受
付

出張受付をご利用ください

日  程 受付時間 場  所

長岡南会館

元狭山
コミュニティ
センター

武蔵野
コミュニティ
センター

午前9時～11時
午後1時～ 4時

※午前中は大変
　混みます。
　午後の受付を
　お願いします。

2月6日㈬

2月7日㈭

2月8日㈮

町
・
都
民
税
の
申
告
を

　
　
　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

◎
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、勤
務
先
か
ら
町
へ
給 

　

与
支
払
報
告
書
が
送
付
さ
れ
て
い
な
い
方

　
（
勤
務
先
で
お
確
か
め
く
だ
さ
い
）

◎
事
業
、不
動
産
、配
当
、年
金
な
ど
の
所
得
が

　

あ
っ
た
方
で
、確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
方

◎
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

※

所
得
の
な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　

申
告
書
裏
面
の「
収
入
の
な
か
っ
た
方
」の
欄

　
へ
記
入
し
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

申
告
の
必
要
が
な
い
方

◎
平
成
19
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

　

税
務
署
へ
提
出
す
る
方

◎
勤
務
先
か
ら
町
に
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　

が
あ
り
、給
与
所
得
の
ほ
か
に
所
得
の
な
い
方

申
告
に
持
参
す
る
も
の

①
印
鑑

②
所
得
を
証
明
す
る
も
の（
源
泉
徴
収
票
、

　

事
業
主
の
支
払
証
明
書
、収
支
明
細
書
な
ど
）

③
社
会
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・
地
震（
長
期
損  

　

害
）保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料
・
国
民
年
金

　

基
金
の
掛
金
・
個
人
年
金
保
険
料
お
よ
び
医

　

療
費
控
除
等
の
領
収
書
、ま
た
は
支
払
っ
た
額

　

を
証
明
で
き
る
も
の

※

生
命
保
険
料
で
、9
0
0
0
円
を
超
え
る
契

　

約
の
場
合
は
、証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、医
療
費
控
除
に
は
必
ず
領
収
書
が
必

　

要
で
、あ
ら
か
じ
め
病
院
ご
と
に
合
計
金
額

　

を
計
算
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

④
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
障
害
を
証
明

　

す
る
書
類
等

※

申
告
書
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　

平
成
19
年
度
に
申
告
を
し
て
い
た
だ
い
た
方
な
ど
に
、申
告
書
を
郵

送
し
ま
す（
2
月
初
め
に
発
送
予
定
）。

　

申
告
書
が
届
か
な
い
方
は
税
務
課
ま
た
は
申
告
会
場
に
用
意
し
て
あ

り
ま
す
の
で
、お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

期　
　

間　

2
月
18
日
㈪
〜
3
月
17
日
㈪

（
土・日
曜
日
は
除
き
ま
す
）

受
付
時
間　

午
前
9
時
〜
11
時 

午
後
1
時
〜
4
時

場　
　

所　

町
民
会
館
ホ
ー
ル

問
合
せ　

税
務
課　
　

5
5
7
―
7
5
1
9

要
介
護
認
定
を

　　　　　　　　　

受
け
て
い
る
方
へ

　

確
定
申
告
で
お
む
つ
代
に
掛
か
っ
た

費
用
を
医
療
費
控
除
さ
れ
る
場
合
、

医
師
の
発
行
し
た「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」の
代
わ
り
に
、町
に
あ
る
要
介
護

認
定
資
料（
主

治
医
意
見
書
）が

利
用
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、お

問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課

　
　
　
　
　

5
5
7
―
0
5
9
4


	0101
	0203

